
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
七
条
に
規
定
す
る
水
産
動
植
物
の
増

殖
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
次
の
と
お
り
第
五
種
共
同
漁
業
権
に
係
る
漁
業
権
者
別
増
殖

目
標
数
を
定
め
た
の
で
公
示
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
八
月
五
日

奈
良
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長

山
本

常
次

免
許
番
号

漁
業
権
者

魚
種
名

増

殖

目

標

数

㎏
（
尾
）

奈
内
共
第

五
條
市
今
井
一
丁
目

あ

ゆ

九
〇
（

一
八
、
〇
〇
〇
）

五
十
五
号

五
條
市
漁
業
協
同
組
合

奈
内
共
第

吉
野
郡
吉
野
町
飯
貝

あ

ま

ご

七
〇
（

七
、
〇
〇
〇
）

五
十
六
号

吉
野
漁
業
協
同
組
合

奈
内
共
第

吉
野
郡
吉
野
町
平
尾

わ
か
さ
ぎ

二
〇
、
〇
〇
〇
千
粒

五
十
七
号

津
風
呂
湖
漁
業
協
同
組
合
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